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１【提出理由】

平成26年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及

び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま

す。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年６月27日

　

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金３円 総額 531,572,112円

ロ 効力発生日

平成26年６月30日

　

第２号議案 取締役17名選任の件

　　　　　　　　 中山紘治郎、本田元広、河野雅人、原田光雄、遠藤明弘、脇水雅彦、山本惠三、福富治、木原盛展、

　　　　　　　　 日野満、大宿有三、西川義教、有光秀明、門田真二、曽我部隆司、大植隆司、吉野内直光を取締役に

　　　　　　　　 選任するものであります。

　

第３号議案 監査役１名選任の件

　　　　　　　　 山下剛志を監査役に選任するものであります。

　

第４号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

　　　　　　　　 取締役を辞任した山下剛志、森本明ならびに取締役を退任する清水栄紀、島田雄二郎、木藤環および

　　　　　　　　 監査役を辞任した河野雅人に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈することを決議する

　　　　　　　　 ものであります。

　

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び

賛成割合
(％)

第１号議案
剰余金処分の件

149,826 1,136 0 (注)１ 可決 98.23

第２号議案
取締役17名選任の件
① 中山 紘治郎
② 本田 元広
③ 河野 雅人
④ 原田 光雄
⑤ 遠藤 明弘
⑥ 脇水 雅彦
⑦ 山本 惠三
⑧ 福富 治
⑨ 木原 盛展
⑩ 日野 満
⑪ 大宿 有三
⑫ 西川 義教
⑬ 有光 秀明
⑭ 門田 真二
⑮ 曽我部 隆司
⑯ 大植 隆司
⑰ 吉野内 直光

 
 

149,055
149,617
150,778
149,623
149,621
149,623
149,623
149,623
149,623
149,623
149,623
149,623
150,778
150,762
150,778
150,167
150,603

 
 

1,909
1,347
186

1,341
1,343
1,341
1,341
1,341
1,341
1,341
1,341
1,341
186
202
186
797
361

 
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(注)２

 
 

可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決

 
 

97.72
98.09
98.85
98.10
98.09
98.10
98.10
98.10
98.10
98.10
98.10
98.10
98.85
98.84
98.85
98.45
98.74

第３号議案
監査役１名選任の件

150,220 742 0 (注)２ 可決 98.49

第４号議案
退任取締役および退
任監査役に対し退職
慰労金贈呈の件

115,408 35,556 0 (注)１ 可決 75.66
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(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計

したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄

権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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